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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右一対のカップ部と、
　前記カップ部の下部に取り付けられた土台部と、
　前記カップ部の肌接触面側に、前記カップ部を左右方向に跨いで配置されたパネル部と
、を備え、
　前記土台部の前中央部の下縁部は、前方向に張り出した湾曲部を形成している、カップ
付き衣類。
【請求項２】
　前記土台部を平面に置いた状態で、前記湾曲部は、前記土台部に対して１．０ｃｍ以上
張り出している、請求項１に記載のカップ付き衣類。
【請求項３】
　前記パネル部は、前記カップ部の下縁部の脇側から、脇側縁部にかけて取り付けられて
いる、請求項１又は２に記載のカップ付き衣類。
【請求項４】
　前記パネル部は、左右の脇側部分に伸縮性を有するパネル補助部を備える、請求項１～
３のいずれか一項に記載のカップ付き衣類。
【請求項５】
　前記パネル部は、伸縮性を有するパネル中心部と、前記パネル中心部を介して連結され
る左右一対のパネル本体部と、を備える、請求項１～４のいずれか一項に記載のカップ付
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き衣類。
【請求項６】
　前記パネル部の中心部の上縁部は、前記土台部の前中心部の上縁部よりも低い位置にあ
る、請求項１～５のいずれか一項に記載のカップ付き衣類。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カップ付き衣類に関する。
【背景技術】
【０００２】
　バストを寄せ挙げて、谷間を形成するカップ付き衣類が種々提案されている（例えば、
特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－５２１７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、バストを寄せ上げることを目的とした従来のカップ付き衣類では、着用
時にカップ部の下部がバストから浮いてしまったり、寄せたバストを一定の位置に保つこ
とが困難な場合があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、バストを寄せ上げ、カップ部の下部の浮きを抑制すると共に、寄せ
たバストを一定の位置に保つことが可能なカップ付き衣類を提供することを主目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　すなわち、本発明は、左右一対のカップ部と、前記カップ部の下部に取り付けられた土
台部と、前記カップ部の肌接触面側に、前記カップ部を左右方向に跨いで配置されたパネ
ル部と、を備え、前記土台部の前中央部の下縁部は、前方向に張り出した湾曲部を形成し
ている、カップ付き衣類を提供する。
【０００７】
　なお、本発明において、前とは着用者の正面方向を意味し、後とは着用者の背面方向を
意味する。また、上下及び左右とは着用者から見た場合の上下方向及び左右方向を意味す
る。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、バストを寄せ上げ、カップ部の下部の浮きを抑制すると共に、寄せた
バストを一定の位置に保つことが可能なカップ付き衣類を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係るブラジャー１を示す正面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るブラジャー１のカップ部２付近を示す背面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るブラジャー１の土台部３を平面に置いた状態を示す図
である。
【図４】本発明の一実施形態に係るブラジャー１を構成する左側の土台部３のバスト中心
側部分を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下
に説明する実施形態は、本発明の実施形態の一例を示したものであり、これにより本発明
の範囲が狭く解釈されることはない。
【００１１】
　まず、図１を参照して、本発明の一実施形態に係るブラジャー１について説明する。図
１は、本発明の一実施形態に係るブラジャー１を示す正面図である。
【００１２】
　ブラジャー１は、左右一対のカップ部２，２を備える。カップ部２の下部には土台部３
が取り付けられている。土台部３は、一枚の布から形成されてもよいが、図１に示すよう
に、ブラジャー１の前中心線部分において連結される左側土台部３ａ及び右側土台部３ｂ
から形成されることが好ましい。土台部３の前中央部の下縁部は、前方向に張り出した湾
曲部３１を形成している。湾曲部３１を有することにより、着用時におけるカップ部２の
下部の浮きを抑制すると共に、寄せたバストを一定の位置に保つことができる。湾曲部３
１の詳細については、後述する。
【００１３】
　カップ部２と土台部３との境界にはワイヤー部４が設けられていることが好ましい。こ
れにより、バストを寄せ上げつつ、装着時におけるカップ下部の浮きをより効果的に抑制
することが可能である。
【００１４】
　土台部３の両脇側には、バックベルト部５，５が取り付けられている。バックベルト部
５は、伸縮性を有する布から形成されることが好ましい。バックベルト部５，５の各端部
には、係止部６，６が設けられている。係止部６，６が係合することにより、バックベル
ト部５，５が連結される。係止部６，６としては、例えば、ホック（フック・アンド・ア
イ）を用いることができる。ブラジャー１を着用した際に、バックベルト部５，５の締め
付け具合を調整可能とするため、図１に示すように係止位置が異なる複数の係止部６が設
けられていてもよい。
【００１５】
　ブラジャー１においては、カップ部２の上縁部からバックベルト部５にかけて、肩紐部
７が取り付けられている。肩紐部７は、伸縮性を有する素材から形成されることが好まし
い。肩紐部７の取り付け手段は特に限定されず、肩紐部７の一端がカップ部２の上縁部に
縫着され、他端がバックベルト部５に縫着されてもよい。
【００１６】
　また、図１に示すように、カップ部２の上縁部に環状部材２１を取り付けて、肩紐部７
の一端側が環状部材２１を通って調節部材７１に巻回されており、他端がバックベルト部
５に縫着された構成を採用してもよい。これにより、調節部材７１を介して肩紐部７の長
さを適宜調節することが可能となる。
【００１７】
　また、バックベルト部５は、肩紐部７との間にバック装飾部５１を備えてもよい。図１
に示すように、略三角形状のバック装飾部５１の底辺部分がバックベルト部５に縫着され
、肩紐部７の一端がバック装飾部５１の頂点に縫着された構成を採用してもよい。
【００１８】
　次に、図２を参照して、本発明の一実施形態に係るブラジャー１について更に説明する
。図２は、本発明の一実施形態に係るブラジャー１のカップ部２付近を示す背面図である
。
【００１９】
　ブラジャー１は、カップ部２の肌接触面側に、カップ部２を左右方向に跨いで配置され
たパネル部８を備える。パネル部８の形状は、左右略対称である。パネル部８の上縁部は
、下に凸の略弓形状をなしており、下縁部は略水平状をなしている。このような形状をな
すことにより、パネル部８は、左右の両端側から中心部にかけて縦幅が狭くなっている。
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パネル部８の上縁部及び下縁部以外の部分は、カップ部２に取り付けられている。
【００２０】
　パネル部８は、カップ部２の下縁部の脇側から、脇側縁部にかけて取り付けられている
。図２に示すブラジャー１においては、カップ部２の下縁部とは、バージスラインに対応
する部分をいい、カップ部２の下縁部の脇側とは、バージスラインの最下点近傍から脇側
末端までの部分をいう。また、カップ部２の脇側縁部とは、バージスラインの脇側末端か
ら肩紐部７の取り付け位置までの部分をいう。
【００２１】
　パネル部８は、バストを下から持ち上げる効果を奏する。そのため、本実施形態に係る
ブラジャー１を着用することにより、バストを寄せ上げた状態を維持することが可能であ
る。
【００２２】
　パネル部８は、左右の脇側部分に伸縮性を有するパネル補助部８１を備えることが好ま
しい。パネル補助部８１の素材としては、伸縮性の高さと肌触りの観点から、パワーネッ
トが好適である。
【００２３】
　バストは身体の動作に合わせて様々な方向に揺れ動くが、バストの揺れに合わせてパネ
ル補助部８１が伸縮することにより、バストに対するパネル部８のフィット感がより向上
する。したがって、パネル補助部８１を備えることにより、体を動かした場合であっても
バストを寄せ上げた状態をより効果的に維持することが可能である。
【００２４】
　更に、パネル部８は、伸縮性を有するパネル中心部８２と、パネル中心部８２を介して
連結される左右一対のパネル本体部８３，８３を備えることが好ましい。パネル中心部８
２は、好適には左右方向に伸縮する。また、バストの寄せ上げ効果を維持しつつ、パネル
部８に適度な伸縮性を持たせる観点から、パネル中心部８２は、伸びの少ないゴムから形
成されることが好ましい。パネル中心部８２が、バストサイズの個人差を吸収する働きに
寄与するため、着用時の圧迫感がより軽減され、着け心地がより向上する。
【００２５】
　また、パネル部８の中心部の上縁部８４は、土台部３の前中心部の上縁部３２よりも低
い位置にあることが好ましい。このような構成とすることにより、パネル部８がバストを
下から持ち上げる力が高まってバスト寄せ上げ効果が向上し、且つ、カップ部の下部の浮
きをより効果的に抑制することが可能である。
【００２６】
　本実施形態に係るブラジャー１は、カップ部２の肌接触面側に、パッド部９と、パッド
部９を収納するパッド収納部１０を備えていてもよい。パッド部９を備えることにより、
バストアップ効果をより高めることが可能である。パッド収納部１０は、開口部１０１を
備えており、開口部１０１を介してパッド部９を出し入れすることができる。
【００２７】
　次に、図３を参照して、土台部３の前中央部の下縁部が前方向に張り出して形成された
湾曲部３１について説明する。図３は、本発明の一実施形態に係るブラジャー１の土台部
３を平面に置いた状態を示す図である。
【００２８】
　湾曲部３１は、土台部３を平面に置いた状態で、土台部３に対して１．０ｃｍ以上張り
出していることが好ましい。より詳細には、土台部３を平面に置いた状態で、左右の土台
部３，３を通る仮想水平面Ｈに対して、湾曲部３１の中央部分から鉛直方向に下ろした線
の長さＡが１．０ｃｍ以上張り出していることが好ましく、より好ましくは、１．５ｃｍ
以上である。このような構成とすることにより、着用時におけるカップ部２の下部の浮き
をより効果的に抑制すると共に、寄せたバストの位置をより安定的に維持することが可能
である。
【００２９】
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　次に、図４を参照して、土台部３について説明する。図４は、本発明の一実施形態に係
るブラジャー１を構成する左側土台部３ａのバスト中心側部分を示す正面図である。
【００３０】
　図４において、実線は、本実施形態に係るブラジャー１の左側土台部３ａのバスト中心
側部分を示しており、破線は、従来の一般的なブラジャーの土台部における対応する部分
を示す。仮想線Ｓは、本実施形態に係るブラジャー１の左側土台部３ａの前中心線３３の
上側末端部ｐを通る仮想線である。仮想線Ｔは、上記前中心線３３の下側末端部ｑを通る
仮想線であり、仮想線Ｓと仮想線Ｔは直交している。図４中の仮想線Ｂは、バージスライ
ンの最下点ｂを通る仮想線であり、仮想線Ｔと直交している。長さＬは、一般的なブラジ
ャーに係る土台部の前中心線Ｎの下側末端部ｒから仮想線Ｓまでの距離を示している。ま
た、長さＭは、左側土台部３ａの前中心線３３の下側末端部ｑから仮想線Ｓまでの距離を
示している。
【００３１】
　本実施形態に係るブラジャー１において、湾曲部３１を形成するためには、図４に示す
長さＭを、従来の一般的なブラジャーと比較して長くすることが好ましい。つまり、長さ
Ｍを長さＬに比べて長くすることが好ましく、より詳細には、長さＭは、長さＬの２．０
～２．５倍であることが好ましく、２．３～２．５倍であることがより好ましい。
【００３２】
　また、湾曲部３１を形成するためには、図４に示す左側土台部３ａの前中心線３３を、
従来の一般的なブラジャーと比較して下方向に長くすることが好ましい。つまり、前中心
線３３の長さを一般的なブラジャーの土台部の前中心線Ｎの長さよりも下方向に長くする
ことが好ましく、より詳細には、前中心線３３の長さは、従来の前中心線Ｎの長さの１．
１～１．５倍であることが好ましく、１．１～１．３倍であることがより好ましい。
【００３３】
　図４においては、左側土台部３ａを例に説明したが、右側土台部３ｂについても同様で
ある。
【００３４】
　上記長さＭや、土台部３の前中心線３３の長さを上述のように調節することにより、湾
曲部３１が土台部３に対して１．０ｃｍ以上張り出した形状とすることができ、着用時に
おけるカップ部２の下部の浮きを抑える効果が向上する。
【００３５】
　以上、本発明の実施形態の具体例としてブラジャーを挙げて説明したが、本発明に係る
カップ付き衣類はブラジャーに限定されない。例えば、本発明は、カップ付きキャミソー
ル、カップ付きタンクトップ、カップ付きベアトップ、水着などの各種のカップ付き衣類
に適用可能である。また、前中心を係脱可能に連結したフロントホックタイプのカップ付
き衣類にも適用可能である。
【実施例】
【００３６】
　図１に示す本発明の一実施形態に係るブラジャー１を実施例１のブラジャーとして作成
した。また、比較例１として、湾曲部を有しない以外は、実施例１のブラジャーと同様の
ブラジャーを作成した。実施例１及び比較例１のブラジャーをそれぞれ着用して、身体を
動かした場合におけるカップ部下部の浮きを調査した。
　その結果、実施例１のブラジャーの方が、比較例１のブラジャーよりも、明らかに、カ
ップ部の下部の浮きが抑制されると共に寄せたバストの位置が一定に保たれていた。この
ように、本発明に係るカップ付き衣類は、湾曲部を備えることにより、カップ部の下部の
浮きが抑えられることが確認された。
【符号の説明】
【００３７】
　１　ブラジャー
　２　カップ部



(6) JP 6232082 B2 2017.11.15

10

20

　３　土台部
　３ａ　左側土台部
　３ｂ　右側土台部
　４　ワイヤー部
　５　バックベルト部
　６　係止部
　７　肩紐部
　８　パネル部
　９　パッド部
　１０　パッド収納部
　２１　環状部材
　３１　湾曲部
　３２　土台部の前中心部の上縁部
　３３　左側土台部３ａの前中心線
　５１　バック装飾部
　７１　調節部材
　８１　パネル補助部
　８２　パネル中心部
　８３　パネル本体部
　８４　パネル部の中心部の上縁部
　１０１　開口部

【図１】 【図２】
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